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　70歳になると保険証兼高齢受給者証が交付され、医
療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった
医療費の２割（※現役並みの所得者は3割）の支払いで
診療が受けられます。

　保険証兼高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方
に交付されます。（70歳になる誕生月の翌月から対象。
ただし、誕生日が1日の方は誕生月から対象。） 
　この証には、医療機関で支払う一部負担金の割合が
記載されていますので、医療機関では「保険証兼高齢受
給者証」を必ず提示してください。

臓器提供の意思表示欄について 保険証兼高齢受給者証について 

※一部負担金の割合の判定方法については9ページを
ご覧ください。

※75歳になった方は、後期高齢者医療制度に加入する
ことになります。詳しくは33ページをご覧ください。

70歳になる誕生月まで
→「保険証」で受診

75歳の誕生日から
→「後期高齢者医療制度」に加入

70歳になる誕生月の翌月から
→「保険証兼高齢受給者証」で
受診（１日生まれは誕生月から）

年齢別の保険証の区分 

70歳

75歳

　保険証の裏面には、臓器提供に関する意思を記載で
きるようになっています。

　臓器移植は、病気や事故に
よって臓器の機能が低下したり、
機能しなくなったりした人に、他
の人の健康な臓器を移植して機
能を回復させる医療です。

●臓器移植とは

　次の１～３の事項が記載され、そのうち自分の意思に
あう番号をひとつ選び「○」をつけます。

１

2

3

私は、脳死後および心臓が停止した死後のいずれ
でも、移植のために臓器を提供します。
私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために
臓器を提供します。
私は、臓器を提供しません。 

●意思表示欄には

　臓器提供意思表示欄への意思表示は、任意であり、
記入を義務づけるものではありません。ご家族などと話
し合って、臓器提供についての意思表示をしておきま
しょう。また、記入内容は変更することができます。

意思表示欄への記入について
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●手続き先
　以前の職場の保険者
　（全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部、
各健康保険組合、各種共済組合 など）

●届出に必要なもの
　・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続の手続きは、退職後20日以内に 

※詳しくは、手続き先の保険者にお問い合わせください。 

　会社員や公務員の方などが退職された場合には、退職
前に職場の健康保険などに2か月以上の加入期間があれ
ば、退職後2年間は、以前の保険に継続して加入すること
ができます。これを任意継続といいます。
　任意継続とこくほでは、保険料
（税）などが異なってきます。
　任意継続については、職場の
健康保険などの事務所に、こくほ
については、お住まいの市区町村
の窓口にお問い合わせください。

●会社などを退職したとき

健康保険などの任意継続について こくほで受けられる給付

●義務教育就学前 2割

●義務教育就学から70歳未満の方 3割

医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合

●一部負担金
　保険証を医療機関の窓口で提示することにより、
かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられ
ます。

70歳以上の方の一部負担金の割合の判定について

はい

はい

はい※

いいえ

いいえ

いいえ

※申請が必要な場合があります。

国保世帯の70歳から74歳までの方の
課税所得金額が全員145万円未満

一般
2割

現役並所得者
3割

国保世帯の70歳から74歳まで
の方の基礎控除後の総所得金
額合計が210万円以下

国保世帯の70歳から74歳まで
の方の収入の合計が520万円
未満（70歳から74歳までの方
が1人の場合は383万円未満）

基礎控除は
43万円（所得
金額によって変
わります。）です


